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担当係

根拠法令・個別計画

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

内容

（手段）

実施・運営方法

※費用合計に占める

経費の内訳(割合)

小牧市高齢者等住宅改修費助成金交付要綱・小牧市リフォームヘルパー派遣実施要綱

3

担当課

2

保健福祉

長寿介護課

介護認定係

31

平成３０年度以降

高齢者福祉

事業類型 一般

高齢者の地域での生活を支援する

4

虚弱高齢者が自立した在宅生活の継続ができるよう福祉、保健医療関係職種の専門家が

相談助言し、適正な住宅改善を図る。

市民税非課税世帯に属する６５歳以上の虚弱な高齢者で住宅改修を必要とされる方から申

請されたものについて、助成対象限度額の９割を住宅の改修費用として支援。

【助成対象限度額】

・虚弱高齢者　200,000円

・介護保険（要支援・要介護）認定者　100,000円

「高齢者福祉ガイドブック」により周知を図る。

助成 0

総合計画

分野別計画

予算区分

13‐3

担当部事務事業名 住宅改修支援事業

会計区分

平成１２年度以前 ～事業期間

事業番号 123

平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート

健康福祉部
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直接実施・

運営

100 委託 0

一般会計
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％
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千円

Ｈ24予算額

1,920
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財

源

その他職員

0.10

（手段）

従事者数

Ｈ21決算額

一般財源

国・県支出金

対前年比

その他財源

人件費

0

1,148

「高齢者福祉ガイドブック」により周知を図る。

職員が申請の内容を確認後、受付をし、現地調査を経て、審査結果を起案。

当該審査結果により、住宅改修費を助成する。

【直接経費】

　高齢者等住宅改修費助成金（1,399千円）

費用合計

617

531

0.00

無

従事者数

人件費

費

用

直接経費

正職員

860

0

受益者負担

329

0

860

74.9

0

0

0

2,451

1,930

224.4

1,930

0.00
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531531

0.00
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0
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H24

4

件

22年度より7件多い、11件の住宅の改修費用の助成を行った。
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成果指標名

住宅改修助成

事業の

達成状況

活動指標名

住宅改修助成
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123事業番号
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成成成成
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年年年年

市民税非課税世帯に属する６５歳以上の高齢者の世帯が在宅で自立した生活を送る

ための住宅改修を支援できなくなる。また、相談・助言を希望する者への対応ができ

なくなるとともに、改修費用の助成を行うことができなくなる。

事業を縮小・

廃止したときの

影響

事事事事

業業業業

のののの

自自自自

己己己己

評評評評

価価価価

今今今今

後後後後

のののの

事事事事

業業業業

のののの

方方方方

向向向向

性性性性

現状維持

判定理由

一次評価のとおり。

改善案等

二二二二

次次次次

評評評評

価価価価

方向性の判定

現状維持

判　定　理　由

「高齢者福祉ガイドブック」により周知をし、要介護認定の有無に関わらずお知らせを

してきた。前年度よりも件数が増えているため、継続してガイドブックにて周知を行っ

ていく。また、更なる周知方法についても検討していく。

年年年年

度度度度

のののの

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

事業実施におけ

る課題等

対象を市民税非課税世帯の虚弱な高齢者としているため利用対象範囲が狭く、単純

に件数の増加は見込まれないが、利用者の増加になかなか繋がらない。

本事業の趣旨は低所得者に対する支援である。件数は少ないものの、市民税非課税

世帯に属する６５歳以上の高齢者のうち住宅改修を必要とされる方々に対し、適切な

支援ができており、また、現状を維持することが、適正な住宅改善として事業の本質

の部分での充実につながるものであるため。

方向性の判定


